
（様式４） 

新潟市巻ふれあい福祉センター事業計画書 

 
令和 6年 3 月 26 日 

１ 申請者の概要 

（１）法人等の名称 

（フリガナ） ニイガタシシャカイフクシキョウギカイ 

社会福祉法人 

 新潟市社会福祉協議会 

（２）法人等の所在地 

〒950-0909 

新潟市中央区八千代１丁目３番１号 

(新潟市総合福祉会館３階) 

（３）代表者名 

（フリガナ）    イウラ マサヒロ 

会長 井浦 正弘 

（４）設立年月日    昭和３１年 ３ 月 ２９ 日 

（５）従業員数  1，571 名（うち正職員 147 名）令和 7 年 2 月 1 日現在 

(6)申請者の事業内容 
 ①主たる事業 

新潟市における社会福祉事業、その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福

祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的として次の事業を行う。 
１ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

３  社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

４ １から３のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 
５ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修 
６ 区社会福祉協議会の相互の連絡及び調整の事業 
７  保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

８  共同募金事業への協力 
９ 日常生活自立支援事業  

１０  居宅介護等事業の経営 
１１  老人デイサービスセンターの経営 

１２ 新潟市障害者福祉センターの経営 

１３  障害福祉サービス事業の経営 
１４ 特定相談支援事業の経営 

１５ 移動支援事業の経営 
１６ 地域活動支援センターの経営 
１７ 生活福祉資金貸付事業 
１８ 福祉総合相談事業 
１９ 生活支援体制整備事業 



２０ ボランティア活動の振興 
２１ 成年後見制度に関する事業 

２２  障害児相談支援事業の経営 
２３ 在宅介護支援センターの経営 
２４ 老人福祉センターの経営 
２５ 新潟市母子生活支援施設経営 
２６ 放課後児童健全育成事業の経営  
２７ 社会福祉資金貸付事業 
２８ 障害者（児）居宅介護従事者養成研修等事業 
２９ その他本会の目的達成のため必要な事業 
②主たる事業以外 
   な し 

 
２ 施設管理業務実績 

・新潟市豊栄健康センター 
・新潟市巻ふれあい福祉センター 
・老人デイサービスセンターさわやか 
・老人デイサービスセンター味方 
・老人デイサービスセンター巻 
・豊栄さわやか老人福祉センター 
・新潟市母子生活支援施設ふじみ宛 
・放課後児童健全育成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 経営理念 

当会は、地域福祉を推進する中核的な役割を社会福祉法の中で規定された民間性と公共性を併

せ持つ社会福祉事業所であり、「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」を推進す

ることを使命としている。その使命を達成するために以下の経営方針のもと事業を展開している。 
 ①住民参加・共同による福祉社会の実現 
 ②地域における利用者本位の福祉サービスの実現 
 ③地域に根ざした総合的な支援体制の実現 
 ④地域の福祉ニーズに基づく先駆的な取り組みの実践 
 

 

４ 指定管理者申請の動機 

当会は、平成 12 年 2 月より現在に至るまで新潟市巻ふれあい福祉センターの管理運営を受託し

てきた経緯がある（但し、平成 12 年 11 月より平成 17 年 11 月までは合併前の旧巻町社会福祉協

議会）。この間、当センターに対する市民からの要望、苦情等多くのニーズに対応してきた実績が 
あり、また現在もこの施設１階部分に西蒲区社会福祉協議会の事務所を設置しており、当センター

内にあるボランティア・市民活動センター、公益社団法人新潟市シルバー人材センター西蒲事務所

等、密接な連携の中核的な役割を果たしてきた。当センターの管理運営をしていく中で、ここを拠

点とし、これまで蓄積してきたノウハウを活かし、今後とも市民の福祉向上に更に寄与できるもの

と思い申請することとした。 

 

５ 当該施設の事業計画（１年分） 

 ① 管理運営方針 

新潟市巻ふれあい福祉センター条例及び同施行規則に従い、適正な管理運営につとめる。 
また、地域交流の場、福祉関係団体やボランティアの交流の場として、誰もが利用しやすい施設

運営を行う。 
職員のスキルアップのための各種研修会に参加する。 

 

 

② 利用許可業務 

利用の許可及び条例第１０条に規定する退去命令に関する業務 
   利用の許可については、利用者からの利用申請書(様式第１号)を提出していただき、空き状

況を確認し、利用許可書(様式第３号)を発行し速やかに利用の許可を行う。また、条例１０条

に規定する各号に該当する行為等を発見した場合は注意を行い、悪質な場合には利用の取消

等必要な処置を講ずる。 
 

 

 



③ 維持管理業務 

  施設及び設備の維持管理に関する業務 
  施設及び設備については、定期的に清掃(業者に再委託)を行う。また、警備について平日の日

中は職員が、土日祝日、平日夜間及び閉館後の機械警備は再委託する。 
  消防用設備、自動ドアの保守点検については、それぞれ業者に再委託して行う。 

日常的な施設及び設備の維持管理については、職員が定期的に行う。また、 
特殊な技能及び資格を要する業務は、それぞれ業者に再委託して行う。 

  

 

④ その他業務 

  毎日業務日誌を作成し利用者の把握、利用後の様子などを記入する。 
  年度終了後は速やかに事業報告書を作成し新潟市に報告をする。 
 障がい者や高齢者・ボランティア等が多く利用することから、その対応には事務的ではなく心を

こめて行ないたい。 
 また、地域で活動しているボランティアグループを対象に交流事業等を行う。 

 

６ 管理運営経費（１年分） 

（内訳は別紙記載のこと） 

（１）人件費           １，９４５  千円 

 

（２）事務費            ３７５  千円 

 

（３）管理費         １３，１６３  千円 

 

（４）事業費             ４４  千円 

 

７ 管理運営体制 

役職・雇用形態 年齢 担当業務 経験年数・経歴・資格等 

管理人・契約職員 

月・火 担当  
 ６５ 当該施設の管理運営  

管理人・契約職員 

水 担当 
 ６８ 当該施設の管理運営  

管理人・契約職員 

木・金 担当 
６６ 当該施設の管理運営  

    

    

 



 

８ 関係法令の遵守・個人情報保護 

当該施設の管理運営において、職員が業務上知り得た個人のプライバシー等に関わる情報につい

ては、外部に漏らさないように指導している。また、個人情報の記載されている書類等の管理もフ

ァイリングをし、第三者の知りえない所定の位置に保管することや、個人情報の記載されている書

類を破棄する場合についても、裁断のうえ破棄するよう指導している。  

 当会では、厚生労働省のガイドラインに基づき、「個人情報保護規程」「コンピューター情報シス

テムの運用管理に関する規程」を整備している。職員等の従事者に対しては、研修を実施し、マニ

ュアルを整備するなど、周知・徹底を図っている。 

 

９ 安全対策・緊急時対策 

施設内の夜間、休日、祝日の管理・警備については、別途再業務委託をする。職員が勤務する時

間帯については、防犯等には最大限注意を払って業務を行う。また、職員の勤務時間内外を問わず、

緊急性のある事項が生じた場合には、緊急連絡網により、上席及び西蒲区役所健康福祉課、関係各

所等の判断を仰ぐ。当センター内における事故やトラブル（各種感染症の波及等を含む）、火災、

自然災害、不審者の侵入等の際には、利用者の安全確保を第一に考え、迅速・適切な対応行動を取

る。そのために事前に対応方針を検討しておきマニュアル化するなどの方法で、管理人（夜間、休

日管理業者を含む）及び当センターに同居する新潟市西蒲区社会福祉協議会事務局職員の間で共

有しておく。更に、平日日中の時間帯において当センター利用者の怪我、病気、事故等が発生した

場合については、必要により救急要請の他、緊急的に隣接する新潟市巻デイサービスセンター職員

（看護師職）他の支援を要請する。 

 

１０ 要望・苦情に対する対応 

 要望や苦情が出た場合、軽易は事項については管理人及び当センターに同居する新潟市西蒲区

社会福祉協議会事務局職員が即対応し、利用者へのサービス向上を図る。また、上席、西蒲区役所

健康福祉課、関係機関等への判断を仰ぐ必要がある場合には、後ほど回答させていただく旨を丁寧

に伝える。 

 当会では、「福祉サービスに関する苦情解決制度実施要綱」を平成 22 年 4月 1 日に施行した。こ

れは、法人内の苦情解決システム体制により、利用者の様々な苦情を迅速に対応し、当会が行う多

様な福祉サービスの改善に繋がることを目的としている。 

 また、苦情解決にあたり、一定の客観性と専門性を確保するため、学識経験者等の中から第三者 

委員を選任し、解決にむけた助言を頂くことを目的としている。 

 

 

 

 

 



別 紙 

   管理運営経費（令和７年度１年分）積算内訳                    （単位：千円） 

区 分 内   訳 金 額 

人件費 

賃 金 990 円/h×7.75×243 日＝1,856,745 円  １，８５７ 

通勤手当    ８２ 

社会保険料（標準報酬）（契約社員３人とも週 20 時間未満） ０ 

労働保険料       ６ 
健康診断 ０ 

人件費計 ① １，９４５ 

事務費  

電話料・インターネット使用料 １８６ 

消耗品費(事務用品) １０ 

租税公課 １８９ 

事務費計  ② ３８５ 

管理費 

ガス使用料 ２，１４３ 

水道使用料 ２，１６６ 

受水槽管理委託料 ７５ 

空調機器管理委託料 ５７２ 

エレベーター保守点検業務委託料 ４４４ 
消防設備保守点検業務委託料 ２３０ 
清掃業務委託料 １，４９１ 
定期清掃（ワックス、ガラス） ６８８ 
休日等施設管理業務委託料 １，０５６ 
夜間管理業務委託料 ２，４９９ 
警備業務委託料 ６０９ 
ごみ収集業務委託料 ２５８ 
自動ドア保守点検業務委託料 ２１６ 
特殊建物定期検査（３年に１度、令和７年９月） １２０ 
受水槽水質検査 １９ 
使用料賃借料（玄関マット、AED、PC1 台） １８３ 
消耗品(トイレットペーパー・洗剤等) ２７９ 
修繕費 １００ 
使用済蛍光灯処理代 ５ 

管理費計 ③ １３，１５３ 

事業費 

諸謝金 ０ 
旅費交通費 ０ 
消耗品費 ４４ 

事業費計 ④ ４４ 
   

合計 ①＋②＋③＋④ １５，５２７ 



 


